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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、光ファイバの接続効率が良く
、安定な光損失特性が得られ、かつ十分な長期信頼性を
備えた細径・高密度な光ファイバケーブルを提供するこ
とにある。
【解決手段】本発明の光ファイバ１１は、曲げ半径１３
ｍｍにおいて、光損失増加が０．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ
以下となる曲げ損失特性を有しており、光ファイバテー
プ心線は、隣接する２心の単心被覆光ファイバ１１同士
を接着する樹脂部１８を二次元的に複数箇所配置し、樹
脂部１８同士は前記光ファイバテープ心線の長手方向に
互いに離れて配置され、光ファイバケーブルは、前記光
ファイバテープ心線を構成する単心被覆光ファイバ１１
を複数本集合したユニットを複数本撚り合わせたものを
収容するケーブルコア部を具備することを特徴とするも
のである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバの外周に被覆を施した３心以上の単心被覆光ファイバから構成される光ファ
イバテープ心線を具備した光ファイバケーブルであって、
前記光ファイバは、波長１．５５μｍにおいて半径１３ｍｍで曲げた時の光損失増加が０
．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ以下となる曲げ損失特性を有しており、
　前記光ファイバテープ心線は、隣接する２心の前記単心被覆光ファイバ同士を接着する
樹脂部を長手方向及び幅方向の二次元的に複数箇所配置し、
　同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間に施された前記樹脂部の長さは、同一の
前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間が接着されない非樹脂部の長さよりも短く、
　前記光ファイバテープ心線の幅方向に隣接する前記樹脂部同士は前記光ファイバテープ
心線の長手方向に互いに離れて配置され、
　前記光ファイバケーブルは、前記光ファイバテープ心線を構成する単心被覆光ファイバ
を複数本集合したユニットを複数本撚り合わせたものを収容するケーブルコア部と、前記
ケーブルコア部の外周に外被を具備することを特徴とする光ファイバケーブル。
【請求項２】
　光ファイバの外周に被覆を施した３心以上の単心被覆光ファイバから構成される光ファ
イバテープ心線を具備した光ファイバケーブルであって、
前記光ファイバは、波長１．５５μｍにおいて半径１３ｍｍで曲げた時の光損失増加が０
．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ以下となる曲げ損失特性を有しており、
　前記光ファイバテープ心線は、隣接する２心の前記単心被覆光ファイバ同士を接着する
樹脂部を長手方向及び幅方向の二次元的に複数箇所配置し、
　同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間に施された前記樹脂部の長さは、同一の
前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間が接着されない非樹脂部の長さよりも短く、
　前記光ファイバテープ心線の幅方向に隣接する前記樹脂部同士は前記光ファイバテープ
心線の長手方向に互いに離れて配置され、
　前記光ファイバケーブルは、前記光ファイバテープ心線を構成する単心被覆光ファイバ
を複数本集合したユニットを複数本撚り合わせたものを収容するケーブルコア部と、前記
ケーブルコア部の外周に外被を具備し、
　前記ケーブルコア部の断面積に対する前記複数の単心被覆光ファイバが占める断面積の
比が、０．３以上であることを特徴とする光ファイバケーブル。
【請求項３】
　前記単心被覆光ファイバの長手方向に配置した前記樹脂部の間隔に対する前記樹脂部の
長さの比率が０．４以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の光ファイバケー
ブル。
【請求項４】
　前記樹脂部の長さが８０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
記載の光ファイバケーブル。
【請求項５】
　前記樹脂部の材料に、前記単心被覆光ファイバの最外被覆層に用いる材料よりもヤング
率が小さい材料を用いることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の光ファイバ
ケーブル。
【請求項６】
　前記光ファイバテープ心線は、前記光ファイバテープ心線の幅方向に前記樹脂部が全く
存在しない部分を有し、前記部分の長さは、５０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
【請求項７】
　前記光ファイバケーブルの外径（断面形状が円形でない場合は短径）をＤとし、前記光
ファイバケーブルを曲げ半径１０Ｄで曲げた状態において、
前記光ファイバの長手方向に加わるひずみの最大値が０．２％以下であることを特徴とす



(3) JP 2010-8923 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

る請求項１乃至６のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
【請求項８】
　前記光ファイバケーブルは、２本の抗張力体を具備し、
　前記２本の抗張力体は、前記光ファイバケーブルの中心に対して互いに対称の位置にな
るように前記外被に埋め込まれており、前記埋め込み部の外被の厚さは、前記埋め込み部
以外の外被の厚さよりも厚いことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の光ファ
イバケーブル。
【請求項９】
　前記光ファイバは、前記光ファイバのクラッド部に空孔を有するフォトニック結晶ファ
イバであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋外および屋内における光ファイバを利用した情報配線の構成物品である光
ファイバケーブルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ブロードバンドサービスの増加に伴って、光ファイバを用いたＦＴＴＨ加入者数
は急激に増加している。この結果、光ファイバケーブルを敷設する管路などの基盤設備に
おいて、光ファイバケーブルを追加敷設するスペースが不足しつつある。このため、光フ
ァイバケーブルをより一層細径・高密度化することが、基盤設備を有効活用する上で非常
に有効となっている。
【０００３】
　細径・高密度化した光ファイバケーブルとして、例えば特許文献１では、曲げに対する
光損失増加を低減した光ファイバと、前記光ファイバの外周に被覆を施した単心被覆光フ
ァイバを複数本集合した束の外周に外被を施した構造を用いることによって、非常に細径
かつ高密度な多心光ファイバケーブルが提案されている。しかしながら、特許文献１記載
の光ファイバケーブルは、単心被覆光ファイバを用いているため、光ファイバ伝送路を構
築する際、光ファイバケーブル同士を接続する必要があるが、接続回数が多くなり、接続
効率が悪いという課題があった。
【０００４】
　一方、並列に並べられた複数の単心被覆光ファイバを一括被覆した光ファイバテープ心
線は、融着接続機等で一括接続が可能な光ファイバユニットであり、従来の光ファイバケ
ーブルに多く用いられている。しかしながら、従来の光ファイバテープ心線は、その形状
から幅方向に曲がりにくいという曲げ異方性を有しており、光ファイバケーブル内で幅方
向の曲げを受けると、光ファイバに大きなひずみや光損失が発生するため、これを抑制で
きる製造方法やケーブル構造を用いる必要があった。
【０００５】
　そこで新たな構造の光ファイバテープ心線を用いた光ファイバケーブルがこれまでに提
案されている。
【０００６】
　特許文献２～５記載の光ファイバケーブルには、いずれも複数の単心被覆光ファイバが
長手方向に間欠的に接着された光ファイバテープ心線が用いられており、主に光ファイバ
ケーブルの中間後分岐時に光ファイバテープ心線から所望の光ファイバのみを分離する単
心分離性能の向上が図られている。
【０００７】
　特許文献２及び３の光ファイバケーブルは、いずれも並列に並べられた複数の単心被覆
光ファイバの幅方向全体を接着する樹脂部が長手方向に間欠的に配置されている光ファイ
バテープ心線を用いており、積層した状態でケーブル内に収容されている。
【０００８】
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　特許文献４の光ファイバケーブルは、従来の光ファイバテープ心線を製造過程において
間欠的に分断し、分断部が光ファイバテープ心線の長手方向に沿って幅方向にずれている
光ファイバテープ心線を用いており、積層した状態でケーブル内に収容されている。また
、前記分断部を例えばＳＺ撚りスロット型光ファイバケーブルの撚り反転部に配置するこ
とにより、光ファイバテープ心線が製造時に受ける幅方向の曲げに対して、光ファイバの
ひずみを小さくできることが説明されている。
【０００９】
　光ファイバケーブルには、前記樹脂部が、単心被覆光ファイバの隣接する２心のみを互
いに接着し、樹脂部の長さが接着されていない部分の長さよりも短く、幅方向に隣り合う
樹脂部は離れて配置されていることを特徴とする光ファイバテープ心線を用いており、ケ
ーブル内で折り畳まれて収容されているものもある。このような光ファイバテープ心線は
、曲げ異方性が小さく筒状に折り畳めやすいため、単心被覆光ファイバの束と同様に細径
・高密度な光ファイバケーブルの製造が可能であることが知られている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－４１５６８号公報
【特許文献２】特開平５－２８１４４４号公報
【特許文献３】特開平８－３３４６６２号公報
【特許文献４】特開２００５－６２４２７号公報
【特許文献５】特開２００３－３１５６３９号公報
【非特許文献１】Ｓ．Ｔ．Ｋｒｅｇｅｒ　ｅｔ．ａｌ．，Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｂｅｒ　ＳＥｎｓｏｒｓ（ＯＦＳ－
１８），ｐａｐｅｒ　ＴｈＥ４２，２００６
【非特許文献２】日本機械学会誌メカライフ号２００４年９月号　Ｖｏｌ．１０７　Ｎｏ
．１０３０　特集　超大容量光ファイバ通信技術
【非特許文献３】インターネット検索［平成２０年５月７日検索］ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ｏｐｔｉｇａｔｅ．ｊｐ／ｆａｑ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、光ファイバケーブルは、曲がりを有する管路等に敷設され、長期的に使用さ
れるものであるため、ケーブルに加わる外力に対して安定な光損失特性を維持することや
、ある程度のケーブル曲げ半径においても、光ファイバに大きなひずみが加わらないよう
にして十分な長期信頼性を確保する必要がある。
【００１２】
　しかしながら、接続効率が良く、かつ細径・高密度な光ファイバケーブルを提供するた
めに、従来技術を用いた揚合、以下のような問題があり、光ファイバケーブルの要求条件
である、安定な光損失特性や長期的な信頼性の両方を確保できないといった課題がある。
【００１３】
　具体的には、特許文献２～４記載の光ファイバケーブルは、間欠的に接着された光ファ
イバテープ心線を複数積層した形でケーブルコア部に収容している。光ファイバテープ心
線を複数積層した状態で収容するとケーブル内で大きな空隙部分ができるため、ケーブル
コア部の実装密度を大きくするためには、単心被覆光ファイバの束を用いることの方が圧
倒的に有利である。このため、特許文献２～４記載の光ファイバケーブルは、細径・高密
度な光ファイバケーブルには不向きである。
【００１４】
　さらに、積層された状態で無理に高密度にケーブルコア部に収容した場合、特許文献２
～４記載の光ファイバケーブルは、光ファイバテープ心線が幅方向に渡って全体もしくは
３心以上が接着された樹脂部が存在しており、樹脂部は曲げ異方性が大きいため、ケーブ
ル製造時やケーブル曲げ時に局所的で大きな光損失やひずみが発生するため不十分である
。



(5) JP 2010-8923 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００１５】
　背景技術の最後に示した光ファイバケーブルは、上述した光ファイバテープ心線の曲げ
異方性を小さくする工夫がなされており、単心被覆光ファイバの束を用いる場合と同じ実
装密度で収容できるため、ケーブルコア部の実装密度を可能な限り大きくすることが可能
である。しかしながら、高密度に実装した場合、光ファイバケーブル製造時に光ファイバ
に加わるランダムな曲がりによる光損失増加や、ケーブルに加わる曲げや側圧に対してケ
ーブル内の光ファイバに曲げが生じることによる光損失増加が発生し、安定な光損失特性
を維持できないという課題がある。さらに、ケーブル曲げ時に加わるひずみは、ケーブル
に用いる光ファイバテープ心線内の単心被覆光ファイバの接着状態によっては、許容値を
超えるひずみが光ファイバに加わり、長期信頼性を確保できないという課題がある。
【００１６】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、光ファイバの接続効率が良く、光ファイ
バに生じる光損失増加を防いで安定な光損失特性が得られ、かつ光ファイバに加わるひず
みを低減して十分な長期信頼性を備えた細径・高密度に実装した光ファイバケーブルを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために本発明は、光ファイバの外周に被覆を施した３心以上の単心
被覆光ファイバから構成される光ファイバテープ心線を具備した光ファイバケーブルであ
って、前記光ファイバは、波長１．５５μｍにおいて半径１３ｍｍで曲げた時の光損失増
加が０．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ以下となる曲げ損失特性を有しており、前記光ファイバテ
ープ心線は、隣接する２心の前記単心被覆光ファイバ同士を接着する樹脂部を長手方向及
び幅方向の二次元的に複数箇所配置し、同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間に
施された前記樹脂部の長さは、同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間が接着され
ない非樹脂部の長さよりも短く、前記光ファイバテープ心線の幅方向に隣接する前記樹脂
部同士は前記光ファイバテープ心線の長手方向に互いに離れて配置され、前記光ファイバ
ケーブルは、前記光ファイバテープ心線を構成する単心被覆光ファイバを複数本集合した
ユニットを複数本撚り合わせたものを収容するケーブルコア部と、前記ケーブルコア部の
外周に外被を具備し、前記ケーブルコア部の断面積に対する前記複数の単心被覆光ファイ
バが占める断面積の比が、０．３以上であることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の光ファイバケーブルは、単心被覆光ファイバを用いた光ファイバケーブルの場
合とほぼ同等のケーブルコア部の実装密度において、使用中に加わる外力に対して安定な
光損失特性を維持し、ケーブル曲げに対する光ファイバに加わるひずみが小さく十分な長
期信頼性を確保することができる。また、本発明の光ファイバケーブルは、光ファイバテ
ープ心線を用いた一括接続が可能であるため、接続効率が高いという効果がある。さらに
、所望の光ファイバの識別性や取り出し性に優れ、中間後分岐時の単心分離性に優れると
いう効果も奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図中、同一部分は同一符号
を付して説明する。
【００２０】
　図１は本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを示す断面図である。図１において
、１１は単心被覆光ファイバ、１２は識別用糸、１３は保護テープ、１４はポリエチレン
外被、１５は抗張力体、１６は突起部、１７は切り裂き紐である。
【００２１】
　図１に示すように、直径０．２５ｍｍの単心被覆光ファイバ１１を複数本、例えば２０
本ストレートに密に集合した光ファイバ束の外周に識別用糸１２を巻いて構成されるユニ
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ットを形成し、更に前記ユニットを、複数本例えば１０本を一方向に撚り合わせて密に集
合した外周に、複数枚の薄い保護テープ１３から構成される押さえ巻き層を有し、さらに
その外周にポリエチレン外被１４を施して非常に高密度な２００心の多心光ファイバケー
ブルが構成されている。前記ユニットは、光ファイバの外周に被覆を施した３心以上の単
心被覆光ファイバからなる光ファイバテープ心線を用いて構成される。すなわち、前記多
心光ファイバケーブルは、複数の前記ユニットを撚り合わせたものを収容するケーブルコ
ア部と、前記ケーブルコア部の外周に外被を具備して構成される。
【００２２】
　また、図１の光ファイバケーブルは、２本の抗張力体１５を、前記光ファイバケーブル
の中心に対して互いに対称の位置になるように、前記外被１４に埋め込まれている突起部
１６を有しており、前記突起部１６の外被１４の厚さは、前記突起部１６以外の外被１４
の厚さよりも厚くなっている。本実施形態では、抗張力体１５は、例えば直径０．９５ｍ
ｍの鋼線で構成されている。前記外被１４中の前記抗張力体１５相互間の中間部には、切
り裂き紐１７が、前記光ファイバケーブルの中心に対して互いに対称となる位置に設けら
れる。前記切り裂き紐１７は外被１４を切り裂いて単心被覆光ファイバ１１を取り出すた
めに設けられる。
【００２３】
　本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルの外径は、前記突起部１６で測定される長
径が例えば１１．７ｍｍであり、前記突起部１６以外の部分で測定される短径Ｄが例えば
Ｄ＝９．７ｍｍであり、突起部１６を除く外被１４の厚さは例えば１．９ｍｍである。光
ファイバ１１が収容される部分、すなわちケーブルコア部の断面積Ａｃｏｒｅは、例えば
２７．３ｍｍ２であり、そのうち２００本分の単心被覆光ファイバ１１が占める断面積Ａ
ｆｉｂｅｒは、以下の関係より算出され、
　　　Ａｆｉｂｅｒ＝ｎ×（ｄ／２）２×π………（３）
となる。
【００２４】
　ここで、ｎは光ファイバケーブル中の光ファイバ１１の本数（＝２００）、ｄは単心被
覆光ファイバ１１の標準外径（＝０．２５ｍｍ）、πは円周率を意味する。したがって、
本実施形態における複数本分の単心被覆光ファイバ１１が占める断面積Ａｆｉｂｅｒは、
９．８２ｍｍ２となる。ケーブルコア部の断面積Ａｃｏｒｅに対する複数本分の単心被覆
光ファイバ１１が占める断面積Ａｆｉｂｅｒの比は、Ａｆｉｂｅｒ／Ａｃｏｒｅ≒０．３
６となる。
　また、実際に同様の構造において心線数の異なる光ファイバケーブルを作製した結果、
１００心～１０００心の光ファイバケーブルにおいて、Ａｆｉｂｅｒ／Ａｃｏｒｅは約０
．３～約０．５５程度であった。したがって、本実施形態は、前記ケーブルコア部の断面
積に対する前記複数の単心被覆光ファイバが占める断面積の比が、０．３以上であること
を特徴とする。
【００２５】
　なお、現在用いられているスロット（表面に光ファイバユニットを収容するためのらせ
ん状溝を切った例えばポリエチレン製のロッド）を用いてケーブルコア部を形成する従来
の光ファイバケーブルでは、例えば、同じ２００心光ファイバケーブルにおいて、Ａｆｉ
ｂｅｒ／Ａｃｏｒｅは約０．１程度であり、本発明の実施形態に係る光ファイバケーブル
が３倍以上と従来の光ファイバケーブルと大きく異なり、非常に高密度であることを特徴
としていることが分かる。
【００２６】
　本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルの断面形状は、外被１４に突起部１６を有
する必然性は無く、円形であっても良い。また、光ファイバケーブル中の光ファイバ１１
の本数ｎは、通常数１０～１０００程度である。また、単心被覆光ファイバ１１の標準外
径ｄは、０．２５ｍｍに限るわけではなく、現在用いられている０．５ｍｍや０．９ｍｍ
などその他の外径であっても良い。
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【００２７】
　なお、上記説明では、１０本のユニットを一方向に撚り合わせているが、これに限られ
ることなく、例えば途中で反対方向に撚り返し部を有するＳＺ撚りされていても良い。
【００２８】
　また、本発明の実施形態では、前記光ファイバケーブルの外径（断面形状が円形でない
場合は短径）をＤとし、前記光ファイバケーブルを曲げ半径１０Ｄで曲げた状態において
、前記光ファイバの長手方向に加わるひずみの最大値が０．２％以下であることを特徴と
する。
【００２９】
　図２は本発明の実施形態に係る光ファイバテープ心線を示す概略斜視図であり、図３は
本発明の実施形態に係る光ファイバテープ心線の折り畳んだ状態を示す概略斜視図である
。図２及び図３において、１８は樹脂部、１９は非樹脂部である。
【００３０】
　図２に示すように、光ファイバケーブルを構成する光ファイバテープ心線は、３心以上
、例えば４本の単心被覆光ファイバ１１と、隣接する２心の前記単心被覆光ファイバ１１
同士を接着する複数箇所の樹脂部１８を具備し、前記樹脂部１８は長手方向及び幅方向の
二次元的に複数箇所配置されていることを特徴とする。隣接する２心の前記単心被覆光フ
ァイバ１１のみを接着することで、特許文献２～４記載の光ファイバテープ心線の幅方向
全体もしくは３心の単心被覆光ファイバを接着する構造よりも曲げ異方性を小さくしてい
る。
【００３１】
　前記樹脂部１８には、単心被覆光ファイバ１１同士を接着する紫外線硬化樹脂や熱可塑
性樹脂、熱硬化性樹脂を用いることができる。また、光ファイバテープ心線の識別性を付
与するために、前記樹脂部１８は着色されていてもよい。
【００３２】
　また、図２に示す光ファイバテープ心線は、同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイ
バ１１間に施された前記樹脂部１８の長さＢは、同一の前記隣接する２心単心被覆光ファ
イバ１１間が接着されない非樹脂部１９の長さＡ－Ｂよりも短いことを特徴としている。
なお本実施形態では、単心被覆光ファイバ１１の長手方向に配置した前記樹脂部１８の間
隔Ａは約２００ｍｍ、前記樹脂部の長さＢは約８０ｍｍである。すなわち、本実施形態で
は、前記単心被覆光ファイバ１１の長手方向に配置した前記樹脂部１８の間隔に対する前
記樹脂部１８の長さの比率が０．４以下で、前記樹脂部１８の長さが８０ｍｍ以下である
ことを特徴とする。また、前記樹脂部１８の材料に、前記単心被覆光ファイバ１１の最外
被覆層に用いる材料よりもヤング率が小さい材料を用いることを特徴とする。
【００３３】
　また、前記光ファイバテープ心線の幅方向に隣接する前記樹脂部１８同士は前記光ファ
イバテープ心線の長手方向に互いに離れて配置される。
【００３４】
　図２に示すように、前記樹脂部１８は、光ファイバテープ心線の幅方向に前記樹脂部１
８が全く存在しない部分を有するように配置されていることを特徴としている。これは、
隣り合う前記樹脂部１８同士が互いに影響しないようにすることで、図３に示すように、
光ファイバテープ心線を折り畳み易くなり、ケーブルコア部の面積に対する単心被覆光フ
ァイバ１１が占める面積の比、すなわちＡｆｉｂｅｒ／Ａｃｏｒｅを大きくし易くするた
めである。また、光ファイバテープ心線の幅方向に前記樹脂部１８が全く存在しない部分
の長さＣは、５０ｍｍ以下であることが望ましい。光ファイバケーブルを使用する時には
どこで切断されるかが不明であるため、光ファイバテープ心線の先端に、光ファイバテー
プ心線の幅方向に前記樹脂部１８が全く存在しない部分が配置された状況が、光ファイバ
テープ心線の接続時に最も複数の単心被覆光ファイバ１１を平面に整列させにくい状況で
あると言える。このため、一定の接続効率を確保する観点から、一般の光ファイバ融着接
続時に用いる光ファイバホルダの長さ（約５０ｍｍ）より、光ファイバテープ心線の幅方
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向に前記樹脂部１８が全く存在しない部分の長さが短く、少なくとも一つの樹脂部１８が
存在するようにする必要がある。
【００３５】
　なお、本実施形態では、４心の単心被覆光ファイバ１１と前記単心被覆光ファイバ１１
同士を接着する樹脂部１８から成る光ファイバテープ心線につてい説明したが、これに限
らず、前記光ファイバテープ心線は、他の心線数、例えば８心の単心被覆光ファイバと樹
脂部から構成されていてもよい。
【００３６】
　また、例えば並列に並べられた４心の単心被覆光ファイバの１心目と２心目の間に配置
される樹脂部の長さや配置間隔が、例えば２心目と３心目の間に配置される樹脂部の長さ
や配置間隔と異なっていても良い。なお、この場合には光ファイバテープ心線の幅方向に
樹脂部が隣り合わないように前記配置間隔を設定する必要がある。
【００３７】
　また、本実施形態では、前記光ファイバとして、前記光ファイバのクラッド部に空孔を
有するフォトニック結晶ファイバを用いることができる。
【００３８】
　次に、本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルの光損失特性について、以下に詳述
する。
【００３９】
　図４は本発明の実施形態に係る光ファイバケーブル製造時の光損失増加と用いた光ファ
イバの曲げ損失特性との関係を測定した結果を示す特性図である。なお、光ファイバの曲
げ損失特性は、最小許容曲げ半径（波長１．５５μｍにおいて０．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ
となる曲げ半径）で表しており、光ファイバの曲げ試験より実験的に求めたものである。
本実施形態に係る光ファイバケーブルには、様々な最小許容曲げ半径を持つ数種類の光フ
ァイバを実装した。
【００４０】
　図４より、光ファイバの最小許容曲げ半径が大きくなると、すなわち光ファイバの曲げ
に対する損失耐性が小さくなると、急激に製造時に光損失増加していることが分かる。こ
れは、光ファイバケーブル製造時に光ファイバに加わるランダムな曲がりのためである。
また、最小許容曲げ半径が約１３ｍｍ以下の光ファイバを用いることで、本実施形態に係
る光ファイバケーブル製造時の光損失増加を抑制でき、その他の光ファイバでは抑制でき
ないことが分かる。
【００４１】
　図５は本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルに対して、－３０℃～７０℃の温度
範囲において温度サイクル試験を実施した測定結果を示す特性図である。図５より、図４
と同様に光ファイバの最小許容曲げ半径が大きくなると、急激に光損失増加していること
が分かる。これは、温度変化に伴ってケーブルが伸縮するために、ケーブル中の光ファイ
バに曲げや側圧が加わったためである。また、最小許容曲げ半径が約１３ｍｍ以下の光フ
ァイバを用いることで、安定な光損失特性を維持でき、その他の光ファイバでは維持でき
ないことが分かる。
【００４２】
　図４及び図５より、本実施形態に係る光ファイバケーブル製造時および温度変化による
光損失増加を共に抑制するための条件として、最小許容曲げ半径が１３ｍｍ以下の光ファ
イバを用いればよいことが分かる。なお、光ファイバケーブルに加わる外力を想定した一
般的な機械試験である曲げ、側圧、引張、しごき、捻回試験に対する光損失増加について
も、上記最小許容曲げ半径の条件を満足していれば、安定な光損失特性を維持できること
を実験的に確認している。
【００４３】
　なお、本発明に係る光ファイバケーブルは、間欠的に接着された光ファイバテープ心線
を用いているため、特許文献１記載のように単心被覆光ファイバを用いている光ファイバ
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ケーブルとは、ケーブル内での光ファイバの移動のしやすさ、すなわち拘束状態という点
で大きく異なるため、上記説明した光ファイバの最小許容曲げ半径の条件は、本発明に係
る光ファイバケーブルにのみ適用されるものである。
【００４４】
　最小許容曲げ半径が約１３ｍｍ以下の曲げ損失特性を有する光ファイバ、例えば、波長
１．５５μｍにおいて半径１３ｍｍで曲げた時の光損失増加が０．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ
以下となる曲げ損失特性を有する光ファイバとして、光ファイバコアに添加するゲルマニ
ウム等の添加量を大きくする、あるいは光ファイバコアよりクラッドの屈折率を例えばフ
ッ素を添加して下げることによって、曲げられた状態でも光ファイバコアに光を閉じ込め
やすく、光を導波させる光ファイバが提案されている。また、光ファイバのクラッドに空
孔を有することで、同様に曲げられた状態でも光ファイバコアに光を閉じ込めやすく、光
を導波できるフォトニック結晶ファイバも提案されている。
【００４５】
　次に、本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを曲げた時のひずみ特性について以
下に詳述する。
【００４６】
　図６ａは本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを曲げた時の光ファイバ長手方向
に加わるひずみの分布を測定した結果例を示す特性図である。また比較のため、同等の外
径やケーブルコア部の大きさを有する光ファイバケーブルであって、サブユニット構造が
異なるケーブルを作製し、測定した結果を図６ｂおよび図６ｃに示す。
【００４７】
　図６ｂは本発明の比較例に係る単心光ファイバケーブルを曲げた時にケーブル中の光フ
ァイバ長手方向に加わるひずみ分布の測定結果を示す特性図であり、図６ｃは本発明の比
較例に係るテープ心線光ファイバケーブルを曲げた時にケーブル中の光ファイバ長手方向
に加わるひずみ分布の測定結果を示す特性図である。
【００４８】
　すなわち、図６ｂは、単心被覆光ファイバ同士を接着する樹脂部が無く、単心被覆光フ
ァイバを２０本ストレートに集合したユニットを用いている構造の光ファイバケーブル（
以下、単心光ファイバケーブルという）における結果であり、図６ｃは、４本の単心被覆
光ファイバを長手方向に連続的に一括被覆した従来の光ファイバテープ心線を５枚ストレ
ートに集合したユニットを用いている構造の光ファイバケーブル（以下、テープ心線光フ
ァイバケーブルという）における結果を示している。なお、心線数はいずれも２００心で
ある。また、ケーブル曲げ半径は１００ｍｍである。
【００４９】
　図６ａより、本実施形態に係る光ファイバケーブル中の光ファイバ長手方向には、前記
樹脂部を間欠的に配置した間隔と同じ間隔で、ひずみが周期的に大きく変化していること
が分かる。すなわち、ケーブル曲げによる大きなひずみは、前記樹脂部において発生して
いることが分かる。
【００５０】
　図６ｂより、単心光ファイバケーブル中の光ファイバ長手方向に加わるひずみは、大き
な周期で緩やかに変化しているだけであり、ひずみ変化量は小さいことがわかる。
【００５１】
　図６ｃより、テープ心線光ファイバケーブル中の光ファイバ長手方向には、図６ａと同
様にひずみが周期的に大きく変化していることが分かる。図６ａと比較すると、ひずみ変
化の周期は長いことが分かる。これは、光ファイバケーブル内のユニットの撚りピッチに
対応しているためである。
【００５２】
　なお、上記のように、光ファイバ長手方向に加わるひずみを高い距離分解能で測定する
ためには、例えば非特許文献１に示す光周波数領域干渉計（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙ）法などが有効であり、その測
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定距離分解能は約２０ｍｍ以下である。
【００５３】
　図７は本発明の実施形態に係る光ファイバケーブル、単心及びテープ心線光ファイバケ
ーブルを曲げた時にケーブル中の光ファイバ長手方向に加わるひずみ最大値とケーブル曲
げ半径の関係の測定結果を示す特性図である。
【００５４】
　すなわち、図７は、本実施形態に係る光ファイバケーブルの曲げ半径を変化させて、光
ファイバ長手方向に加わるひずみの最大値を測定した結果を示している。比較のため、前
述の単心光ファイバケーブルとテープ心線光ファイバケーブルの場合の結果もあわせて示
している。
【００５５】
　図７より、ケーブル曲げ半径を小さくしていくと、ひずみも増大していることが分かる
。
【００５６】
　また、本実施形態に係る光ファイバケーブルは、テープ心線光ファイバケーブルと単心
光ファイバケーブルのひずみ特性とは異なり、ほぼ両者の中間のひずみ特性を有している
ことが分かる。
【００５７】
　通常、ケーブルコア部の実装密度が小さく、ケーブル内における光ファイバテープ心線
の拘束が弱い光ファイバケーブルでは、ケーブル内で光ファイバが移動し易いためにケー
ブル曲げによるひずみ特性の差は小さいと考えられるが、本実施形態に係る光ファイバケ
ーブルは、ケーブルコア部が非常に高密度、すなわちＡｆｉｂｅｒ／Ａｃｏｒｅが０．３
以上であるため、図５及び図６において説明したように、ケーブル曲げに対するひずみ特
性がその他のサブユニット構造を有する光ファイバケーブルの特性とは大きく異なってい
ることを特徴とするものである。
【００５８】
　ところで、光ファイバ長手方向にひずみが加わると、光ファイバの破断強度は低下する
。
【００５９】
　光ファイバケーブル中の光ファイバに許容されるひずみは、プルーフひずみ量と疲労係
数ｎによって算出される。ｎ値が２０程度の通常の環境下で使用される石英系光ファイバ
に許容されるひずみは、２０年以上に渡る長期信頼性を確保するために、プルーフひずみ
の約１／３以下である必要がある（例えば非特許文献２参照）。一般的に現在製造されて
いる光ファイバのプルーフひずみは例えば１．０％であるため、光ファイバに許容される
ひずみは、約０．３％である。また、光ファイバケーブル製造時や敷設後に残留する残留
ひずみ等も、ケーブル曲げによって発生するひずみに重畳されるため（約０．１％程度）
、実際に使用するケーブルの曲げ半径において、ケーブル曲げによるひずみは約０．２％
程度以下である必要がある。
【００６０】
　一般には、実際に使用するケーブルの固定曲げ半径の目安として、光ファイバケーブル
の外径Ｄの１０倍である点を参照するに（例えば非特許文献３参照）、本実施形態の場合
、ケーブル曲げ半径１０Ｄ（本実施形態に係る光ファイバケーブルの場合、Ｄはケーブル
短径）＝約１００ｍｍにおいて、０．２％以下であり、長期信頼性を確保できることが分
かる。一方、テープ心線光ファイバケーブルの場合は、曲げ半径約１００ｍｍでは、約０
．３％程度であり、長期信頼性を確保できないことが分かる。この理由としては、光ファ
イバケーブル内に高密度に収容される場合には光ファイバテープ心線の向きまで制御する
ことが困難であり、光ファイバテープ心線がその幅方向に曲げられた時に大きなひずみを
発生したためである。このため、テープ心線光ファイバケーブルでは、本発明のような究
極的に細径・高密度化した光ファイバケーブルには適していないことがわかる。言い換え
ると、光ファイバテープ心線が積層された状態でケーブル収容されている特許文献２～４
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記載の光ファイバケーブルは、本発明に適していないことを意味している。
【００６１】
　次に、本実施形態に係る光ファイバケーブルを曲げた時に光ファイバ長手方向に生じる
ひずみの低減方法について詳述する。
【００６２】
　本実施形態に係る光ファイバケーブルを１０Ｄ以下のさらに小さい曲げ半径で用いる場
合は、ケーブル曲げに対して許容されるひずみを満足するための第１の方法として、単心
被覆光ファイバの長手方向に配置した前記樹脂部の間隔を長く、また前記樹脂部の長さを
８０ｍｍより小さくして、光ファイバテープ心線内で単心被覆光ファイバが受ける拘束を
小さくすることが有効である。すなわち、単心被覆光ファイバの長手方向に配置した前記
樹脂部の間隔に対する前記樹脂部の長さの比率（本実施形態では０．４）を小さくするこ
とが有効である。これは、前記比率が限りなく小さくなると単心被覆光ファイバの束を意
味しており、反対に前記比率が大きくなり、１に限りなく近づくと、光ファイバテープ心
線を意味していることを考えると容易に想像できる。
【００６３】
　なお、前記ひずみを低減するための第１の方法は、光ファイバテープ心線から所望の光
ファイバを分離して他の光ファイバと接続する単心分離作業時の作業性を向上させるとい
う効果も奏する。本実施例に係る光ファイバケーブルは、通常の光ファイバよりも曲げに
対する光損失増加を低減した光ファイバを用いているため、単心分離作業中の光ファイバ
テープ心線の光損失増加を抑制することができ、活線を対象とした作業も可能である。
【００６４】
　また、前記ひずみを低減するための第２の方法として、前記樹脂部に用いる樹脂にヤン
グ率が低く、すなわち伸びのある樹脂を用いることが有効である。具体的には、単心被覆
光ファイバの最外被覆樹脂の硬化後のヤング率（約２５０～１５００ＭＰａ、例えば特許
文献６参照）よりも硬化後のヤング率が低い材料、例えば従来の単心被覆光ファイバの一
次被覆層に用いられる樹脂（硬化後のヤング率が約５～１００ＭＰａ以下、例えば特許文
献６参照）を用いることで、光ファイバケーブルを曲げた時に光ファイバ長手方向に生じ
るひずみを緩和することが可能である。
【００６５】
　なお、前記ひずみを低減するための第２の方法も、単心分離作業時に単心被覆光ファイ
バに大きな外力を与えないように分離することが可能であり、単心被覆光ファイバの曲げ
や光損失増加を抑制するという効果も奏する。
【００６６】
　なお、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形
態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る光ファイバテープ心線を示す概略斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る光ファイバテープ心線の折り畳んだ状態を示す概略斜視
図である。
【図４】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブル製造時の光損失増加と用いた光ファ
イバの曲げ損失特性との関係を測定した結果を示す特性図である。
【図５】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルに対して、－３０℃～７０℃の温度
範囲において温度サイクル試験を実施した測定結果を示す特性図である。
【図６ａ】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを曲げた時の光ファイバ長手方向
に加わるひずみの分布を測定した結果例を示す特性図である。



(12) JP 2010-8923 A 2010.1.14

10

【図６ｂ】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブルを曲げた時の光ファイバ長手方向
に加わるひずみの分布を測定した結果例を示す特性図である。
【図６ｃ】本発明の比較例に係るテープ心線光ファイバケーブルを曲げた時にケーブル中
の光ファイバ長手方向に加わるひずみ分布の測定結果を示す特性図である。
【図７】本発明の実施形態に係る光ファイバケーブル、単心及びテープ心線光ファイバケ
ーブルを曲げた時にケーブル中の光ファイバ長手方向に加わるひずみ最大値とケーブル曲
げ半径の関係の測定結果を示す特性図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１１…単心被覆光ファイバ、１２…識別用糸、１３…保護テープ、１４…ポリエチレン
外被、１５…抗張力体、１６…突起部、１７…切り裂き紐、１８…樹脂部、１９…非樹脂
部。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６ｃ】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月27日(2009.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバの外周に被覆を施した３心以上の単心被覆光ファイバから構成される光ファ
イバテープ心線を具備した光ファイバケーブルであって、
前記光ファイバは、波長１．５５μｍにおいて半径１３ｍｍで曲げた時の光損失増加が０
．２ｄＢ／１０ｔｕｒｎ以下となる曲げ損失特性を有しており、
　前記光ファイバテープ心線は、隣接する２心の前記単心被覆光ファイバ同士を接着する
樹脂部を長手方向及び幅方向の二次元的に複数箇所配置し、
　同一の前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間に施された前記樹脂部の長さは、同一の
前記隣接する２心単心被覆光ファイバ間が接着されない非樹脂部の長さよりも短く、
　前記光ファイバテープ心線の幅方向に隣接する前記樹脂部同士は前記光ファイバテープ
心線の長手方向に互いに離れて配置され、
　前記光ファイバケーブルは、前記光ファイバテープ心線を構成する単心被覆光ファイバ
を複数本集合したユニットを複数本撚り合わせたものを収容するケーブルコア部と、前記
ケーブルコア部の外周に外被を具備し、
　前記ケーブルコア部の断面積に対する前記複数の単心被覆光ファイバが占める断面積の
比が、０．３以上であることを特徴とする光ファイバケーブル。
【請求項２】
　前記単心被覆光ファイバの長手方向に配置した前記樹脂部の間隔に対する前記樹脂部の
長さの比率が０．４以下であることを特徴とする請求項１に記載の光ファイバケーブル。
【請求項３】
　前記樹脂部の長さが８０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の光フ
ァイバケーブル。
【請求項４】
　前記樹脂部の材料に、前記単心被覆光ファイバの最外被覆層に用いる材料よりもヤング
率が小さい材料を用いることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の光ファイバ
ケーブル。
【請求項５】
　前記光ファイバテープ心線は、前記光ファイバテープ心線の幅方向に前記樹脂部が全く
存在しない部分を有し、前記部分の長さは、５０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項
１乃至４のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
【請求項６】
　前記光ファイバケーブルの外径（断面形状が円形でない場合は短径）をＤとし、前記光
ファイバケーブルを曲げ半径１０Ｄで曲げた状態において、
前記光ファイバの長手方向に加わるひずみの最大値が０．２％以下であることを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
【請求項７】
　前記光ファイバケーブルは、２本の抗張力体を具備し、
　前記２本の抗張力体は、前記光ファイバケーブルの中心に対して互いに対称の位置にな
るように前記外被に埋め込まれており、前記埋め込み部の外被の厚さは、前記埋め込み部
以外の外被の厚さよりも厚いことを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の光ファ
イバケーブル。
【請求項８】
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　前記光ファイバは、前記光ファイバのクラッド部に空孔を有するフォトニック結晶ファ
イバであることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の光ファイバケーブル。
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